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教育委員会議会議録［詳細］は、市役所１号館２階の市政資料室で公開していま
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   佐 倉 市 教 育 委 員 会 会 議 録［会議概要］ 

 

 

令和４年９月教育委員会会議：定例会 

 

期  日  令和４年９月１４日（水）開会 午後２時００分 

閉会 午後３時１５分 

 

会  場  中央公民館研修室２ 

 

出席委員  圓城寺一雄 教育長   関山 邦宏  教育長職務代理者 

    菅谷 義範  委員    小菅 広計  委員    

 熊倉 夏子  委員 

 

傍 聴 者  ３名 

 

出席職員  教 育 長 圓城寺一雄(再掲)  教 育 部 長 曽山 澄雄 

      教育総務課長 菊間 明美     学 務 課 長 澤田 法義      

       指 導 課 長 松丸 晴久     教育センター所長 田中 雅明 

社会教育課長 舎人 樹央     文 化 課 長  猪股 佳二 

    教育総務課企画財務班長 平野 昌彦      

事 務 局  教育総務課教育総務班長 山田 智之      教育総務課教育総務班 千々岩和代 

      教育総務課教育総務班 實川 和博 

    

〈 会議概要 〉 

 

１ 教育長開会宣言 

 

２ 報告事項 

①  教育長より３件報告 

教職員の夏季研修会、夏季休業後の登校の状況、運動会行事について報告。  

１つ目の夏季教職員研修会については、新型コロナウイルス感染拡大の影

響もあり、今年度は９講座開催した。詳細は指導課長から報告があるが、様々

な教育課程の解決に向けた方策について理解を深める機会となった。参加し

た多くの先生方からは、実践に役立つ内容であったという感想が寄せられて

いた。引き続き学校現場の声に耳を傾けながら研修会を充実させていく。 

２つ目、夏季休業後の児童生徒、園児の状況については、大きな事故もな

く、各学校、園では予定どおり９月１日を迎え、教育活動が再開されている
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ところである。９月１日から６日までは教育委員会職員も登校指導支援を行

い、児童生徒の登校時の安全の確認をした。 

３つ目は、運動会は現在小学校 11 校、中学校が 10 校が終了した。今年度

も、昨年同様、各学校の規模に応じて学年ごとに実施するなど、新型コロナ

ウイルス感染対策を施した上で各校にて開催をしている。このほかの小学校

12 校、中学校１校、幼稚園２園については、今週及び 10 月から 11 月にかけ

ての開催を予定している。 

         

②  新型コロナウイルス感染症に係る対応について【教育部長】 

 前回８月 17 日の教育委員会会議から昨日９月 13 日までの感染状況等につ

いては、教職員の感染者数は 16 名。同期間の小中学校の児童生徒の感染者数

は、児童 275 名、生徒 113 名の計 388 名だった。臨時休校、学年閉鎖、学級

閉鎖の状況について、８月の夏季休業を経て９月から学校が再開したが、現

在のところ、臨時休校、学年閉鎖、学級閉鎖はなかった。 

                                              

③  「佐倉市教育の日」関連行事について 【教育総務課長】 

「佐倉市教育の日」は、市民の教育に対する意識を高めるとともに、学校教

育、社会教育の振興により本市の教育の充実、発展を図る趣旨の下、佐倉市

教育の日を定める条例により 11 月 16 日と定められた。例年、佐倉市教育の

日に関連行事を実施している。令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影

響により、例年と比べ一部実施できなかった行事もあったが、感染症防止対

策を講じるなど工夫して行事を実施し、11 事業を実施した。令和４年度は 17

事業を実施する予定である。参加される方々の安全を最優先に十分な感染症

防止対策を講じ、工夫しながら佐倉の教育の振興に寄与する行事の実施に努

めていく。「佐倉市教育の日」関連行事については、10 月 15 日号の「こうほ

う佐倉」や市ホームページなどにより、市民の皆様へ周知を図っていく。 

                                            

④  佐倉市高等学校等奨学金について【教育総務課長】 

この制度は、経済的な理由により高等学校等で就学することが困難な方に

対して保護者の負担軽減や社会に貢献できる人材の育成、教育の振興に資す

ることを目的としている。令和４年度については、８月末時点で 53 名の方か

ら申請をいただいた。所得などの交付要件を審査して、45 人の交付を決定し

たところである。また、不交付の８人の方は、皆さん同じ理由になるが、非

課税世帯のため、千葉県の就学のための給付金の対象となることから、市の

給付の該当ではなかった。このため市では、県の給付金制度の案内をした。

また、「こうほう佐倉」９月１日号で制度の案内を改めて行い、さらに周知を

図っている。この後、在学実績報告などの手続を受け、交付額を確定し、高

校３年生は 10 月に一括で、１年生、２年生は 10 月と３月末の２回に分けて

それぞれ交付する予定である。現在、社会情勢の変化を踏まえ、この奨学金

に通信制課程を対象に加えるよう検討を進めている。年内に要綱を改正いた

し、令和４年４月の在学生から適用となるよう準備を進めている。改正後は、

広報紙やホームページのほか、関係機関への通知など周知を図っていく。 
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⑤  就学援助について【学務課長】 

要保護世帯は生活保護世帯であり、就学援助の申請は不要となる。準要保

護世帯は、所得において生活保護基準額の 1.3 倍を下回る世帯が対象になる。

認定になると、学用品、給食費、医療費、修学旅行費等が支給される。要保

護世帯の場合は、学用品、給食費等は生活保護費から支給されるので、就学

援助費からは医療費、修学旅行費のみが支給される。このため認定者であっ

ても、修学旅行等の該当がなければ就学援助費の支給がない場合もある。 

準要保護世帯においては、９月１日現在で 952 名の申請があった。そのう

ち 862 名が認定、54 名が非認定、36 名が保留となっている。非認定の理由

は、世帯の所得額が基準額を超えていたものである。認定保留の理由につい

ては、所得証明書の未提出、前年の所得の未申告等の不備があったものであ

る。保留となった家庭に対しては、不足書類を早急に提出していただくよう

お願いしているところである。審査条件がそろい次第、認定、非認定の判定

を行う予定である。令和３年度の認定者との比較をすると、減少しているよ

うに見えるが、今後、保留者及び追加申請者の認定があるので、最終的な受

給者は昨年度並みに近づくものと見込んでいる。 

          

⑥  第６６回 佐倉市文化祭小中体育大会について【指導課長】 

佐倉市文化祭小中体育大会を 10 月 27 日、３年ぶりに開催する。今回は、

小学校の５、６年生の学級対抗という形で実施する。当日、ケーブルテレビ

による生中継の実施と保護者の参加については可として進めている。 

          

⑦  夏季教職員研修会等について【指導課長】 

令和４年度夏季教職員研修会については、８月前半と後半にかけて９講座

の開催となった。特に、９番の体育主任研修会においては、来年度、水泳指

導の実施に向けて、このコロナ禍での水泳指導の在り方について研修を深め

ている。うすいスイミングコーチを講師に招き、命の守り方等の安全面や技

術指導のポイントなどについて研修を行った。受講した教職員からは、久し

ぶりの水泳指導になるので、気持ちを引き締め直すことができた。水泳指導

の経験はないが、自分の指導法をイメージしながら受けられた。様々な指導

法があったので、ほかの職員へも伝達し、活用できるようにしたい等の感想

があった。 

 

⑧  中学校運動部活動等各種大会の結果について【指導課長】 

今年度は、印旛郡総合体育大会を経て、個人種目で 20 名が県で入賞した。

団体種目では６校、10 団体が県大会に出場し、志津中学校野球部が３位入賞

を果たしている。個人では９名、団体１校が関東大会へ、個人４名が全国大

会に出場し、佐倉東中学校では全国４位という結果を残している。文化系の

状況だが、千葉県の吹奏楽コンクールにおいて、本選出場の学校はなかった。 

         

⑨  「佐倉市いじめ防止子供サミット」について【指導課長】  

今年度８月５日に初めてオンラインでの開催となった。34 校の代表、34

人が参加し、コロナ禍でも変わらず大切なことについて協議をし、各グルー
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プでスローガンを作成し、発表を行った。その中のスローガンの一つを掲載

した。「目と心で相手の気持ちを感じ取ろう！大切なのは思いやり」というよ

うなことだった。子どもたちが非常に積極的に意見を述べ、人間関係で大切

なことや、いじめ撲滅に向けてできることなど真剣に話し合いをして、考え

を深めることができたと考えている。 

       

⑩  好学チャレンジ教室について【指導課長】 

小学校 22 校と全中学校で好学チャレンジ教室を実施した。小学校１校につ

いては、コロナの感染状況がその当時多く、状況が悪かったので、１校小学

校は中止となっている。実施期間については、２日から、多いところで５日

間、教科に関しても、各学校の実情に照らして１教科から、多いところで５

教科を扱っている。夏季休業中ではあったが、子どもたちは前向きに集中し

て取り組んでいた。課題はあるものの、保護者からの継続を期待されている

ので、引き続き子どもたちの学力向上に向けて指導して取り組んでいきたい。 

         

⑪  佐倉市教育センター報告会について【教育センター所長】 

この報告会は、佐倉市教育センターの指導主事が、調査研究の成果を市内

の教職員、教育関係職員及び市民に対して発表するものである。開催日時は、

８月４日木曜日、佐倉市中央公民館及びオンラインでの併用という形で開催

した。当初、市民の方々については、会場で参加される方もいる予定だった

が、途中でオンラインでの参加を希望したので、参加者は全員オンラインと

いう形の参加となった。参加人数が 42 名である。内訳は、学校関係者職員

37 名の参加である。市民の方々の参加が不透明である。報告については、第

１報告「佐倉市学習状況調査の効果的な活用について」、第２報告「学校図書

館の現状と課題～読書好きな佐倉の子どもを支える工夫～」、第３報告「特別

支援学級と通常の学級の効果的な連携について」である。教職員から出た感

想の中では、校内でオンラインで受講するということで、出張先などへ移動

することがあり、その移動にかかる時間を有効に使うことができた。また、

新型コロナの感染を気にすることなく安心して参加することができたなど

と、おおむね好評の声があった。参加者から提出していただく研修成果の報

告書で、４段階評価で回答していただく質問事項で３つの質問事項項目に対

して、どれもある程度高い評価をいただき、特に内容については、大変分か

りやすい内容であったという回答をいただいた次第である。 

今後について、参加した先生方からは、全校内、園内の先生方へ報告内容

を周知していただくとともに、報告会当日の動画をチームズに一定期間上げ

ることで、より多くの教職員の方々に自由に閲覧できるようにした。より先

生方に周知を図ることで、今後の活動の一助にできればと考えている。 

       

⑫ いじめの件数について【指導課長】 

８月については、夏季休業のため認知件数の掌握についてはない。今後も、

引き続き子どもたちの様子をしっかりと観察し、声かけ、そして見守りを行

いながら、丁寧かつ慎重に対応するよう全小中学校へ指示していく。 
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⑬ 感染状況について【指導課長】 

８月 17 日から９月 13 日の期間において、その他の感染症につきまして、

流行性耳下腺炎が１件、水痘３件、手足口病が１件、溶連菌感染症が１件発

生している。基本的な感染対策の徹底を図るよう各学校に指示していく。 

 

≪委員から報告≫ 

感染症の追加である。夏休みだったので、明けた第 35 週、８月 29 日から

９月４日、第 36 週、９月５日から９月 19 日について、今、感染性胃腸炎の

報告がほとんどなかったが、印旛郡内の医師会の定点当たりの感染性だと、

感染性胃腸炎が一番多くて第 35 週、８月 29 日から９月４日については、総

数が 81 名、定点当たり 5.06 人、第 36 週、９月５日から９月 11 日が感染性

胃腸炎 71 件で、定点当たり 4.44 件である。手足口病が減っていたが、第 36

週、９月５日から９月 11 日までが総数で 53 件、定点当たり 3.31 人、その前

の週の 35 週、８月 29 日から９月４日、総数が 41 件で、定点当たり 2.63 人

である。その前の 34 週の８月 22 日から８月 28 日、手足口病については 26

件で、定点当たり 1.63 件なので、ここはちょっと減っていたのだが、また増

えてきたので、これから増加することはあまり考えられないが、一応気をつ

けていただければと思う。今の一般的な感染症は、感染性胃腸炎が落ち着い

ていないので、その辺だけ気をつけていただきたい。ＲＳウイルス、ノロと

か肺炎等は、幼児のほうが多いが、第 36 週、９月５日から９月 11 日では総

数が 20 件、定点当たり 1.25 件、その前の週が、第 35 週だが、これは 27 件

で 1.67 人なので、減ってはいないのだと思う。これは、そんなに総数が多く

ないので様子を見ていただくといいと思う。 

新型コロナウイルス感染症、第 36 週。９月５日から９月 11 日まで、医師

会内の医療機関、登録医療機関、発熱外来で行った検査の総数が 3,988 件、

陽性者数が 1,481 人なので、陽性率が 37.1％となった。それで、みなし陽性

者が、このほかに 42 件あるので、これを合計すると 1,523 件で、一応検査を

実施したという仮定で検査数を 4,030 件ということで考えると、陽性率が

37.8％なので、大体 37％から 38％ぐらいかなということである。一時期より

落ち着いているのが、引き続き気をつけるしかない。ワクチン接種は４回目、

一応順調には進んでいるのだが、まだ打つ方の制限があって全員というわけ

にいかない。ここに来て２価のワクチン、オミクロン株と従来株の合わせた

ワクチン接種の話が出ていて、もう既に決定ということになった。ただ、こ

れは、小中学校の児童生徒にはあまり関係ない話で、大人で基礎疾患があっ

て、高齢者で医療従事者でというところがまず始まりなので、一応そういう

ワクチン接種があるということだけ把握しておいていただければと思う。今

までの１価のワクチンの４回目が進んでいる。小中学校に関しては、従来株

の１価でまだワクチン接種をしているので、これもぽつぽつである。小学校、

ジュニアまでについては、小児科になってしまうので、また小児科のほうで

対応を取っていただき、ワクチン接種を進めていただければと思う。 

第７波が少し落ち着いてきている。これが、どこまでまた６波みたいにも

う少し下がるのかどうか、また、もう一回リバウンドで来るのかどうかとい

うのは本当に分からない。夏休みが終わって２週間たち、その影響が今あま

り出ていないので、これから先増える要素はそんなにないだろうと思うのが、
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引き続き注意をして、感染対策は一緒に行うこと。登下校のときの児童生徒

の状況については、割合しっかりマスクもつけて、そんなにお話はしていな

いようだが、高校生が緩んでいて、マスクなしでしゃべって登校しているの

がいて、外だから、そんなには心配ないのだが、何人かグループでマスク外

して話をしながら行くというのがあり、幾ら外でもそこまでやってしまうと

危険なので、もしグループで行って話をするようなのだったら、ちゃんとマ

スクをするということを言っていただいたほうが安全かと思う。 

                                      

３ 議決事項 

議案第１号 令和４年度 佐倉市教育功労者表彰について 

教育総務課長、学務課長、指導課長、社会教育課長、文化課長より上程議案の

説明 

内容：【教育総務課長から説明】 

資料の 12ページ、佐倉市教育委員会表彰規程の第２条、市立学校その他の

教育機関の職員、または教育関係団体とそれに関係する者及びその他の個人

で、次の各号の一に該当するものについて表彰する。 

第１号、有益な研究、考案または発明をし、教育に貢献した者。 

第２号、職務に精励し、その成績が抜群であった者。 

第３号、学校教育または社会教育の振興についてその功績が顕著であった 

    もの。 

第４号、前３号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められる功績 

があったもの 

以上が表彰基準となっている。今年度の表彰候補者については、全員、規程 

の第２条第３号に該当する。校長５名、学校医２名、学校歯科医１名、佐倉 

市文化財審議会委員２名、佐倉市舞踊団体連合会会計１名が推薦されており、 

合計 11名である。なお、令和４年度佐倉市教育功労者表彰式は、例年同様、 

11月３日文化の日の午前に開催する。会場は、社会福祉センター３階中会議 

室を予定している。 

資料１ページ、候補者の氏名や功績概要等をまとめた候補者名簿である。

表中の、表彰区分については表彰規程第２条の該当する号を明記した。候補

者については、各担当課長から説明をさせていただくが、個人情報の観点か

ら、氏名及び住所、生年月日、年齢については割愛する。 

【学務課長から説明】 

資料１ページ、１番の方。南志津小学校長として、自治会や関係団体など

とのつながりを重視し、積極的な学校運営に取り組んでいる。経歴について

は、佐倉市に 15 年間勤務されていた。その間、県の理科教育部会長、また

印旛地区理科研究部長を務めるなど、佐倉市の教育の発展に寄与された。 

資料２ページ、２番の方。佐倉東小学校長として、地域に根差した積極的

な学校経営に取り組んでいる。経歴については、教諭、佐倉市教育委員会指

導主事、教頭、校長として 19 年間勤務された。その間、印旛地区の社会科

研究部の委員を務めるなど佐倉市の教育の発展に寄与された。 

資料３ページ、３番の方。西志津小学校長として地域や保護者との連携を
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重視し、積極的な学校運営に取り組んでいる。経歴については、教諭、佐倉

市教育委員会指導主事、教育センター所長、教頭、校長として 26 年間佐倉

市に勤務されている。その間、印旛地区の教育研究部長を務め、佐倉市教育

の発展に寄与された。 

資料４ページ、４番の方。山王小学校長として、児童に寄り添ったきめ細

かな学校経営に取り組んでいる。佐倉市の経歴については、千葉敬愛短期大

学や地域の団体と連携するなど、地域の力を生かした教育を推進し、佐倉市

の教育の発展に寄与した。 

資料５ページ、５番の方。南部中学校長として、地域の連携を重視した積

極的な学校運営に取り組んでいる。経歴については、教諭、教頭、校長、佐

倉市教育センター所長として 28 年間勤務された。その間、佐倉市校長会長

を務め、学校間の連携強化を図るなど、佐倉市教育の発展に寄与した功績は

大変顕著であった。 

【指導課長から説明】 

資料６ページ、６番、平成 18 年度から現在まで各小中学校の学校医とし

て、子どもたちの健康管理及び保健指導に大きく寄与していただいた。平成

30年度から現在まで佐倉市学校保健会長、学校管理医連絡協議会委員、佐倉

市生活習慣病予防検診判定委員を務め、佐倉市の学校保健の発展、向上に尽

力いただいた。 

資料７ページ、７番、平成 19 年度より現在まで、各小学校の学校医とし

て学校保健委員会等における指導、助言をいただき、その推進に大きく寄与

していただいた。平成 27 年から現在まで、佐倉市生活習慣病予防検診判定

委員を務め、佐倉市の学校保健の発展、向上に大きく尽力いただいた。 

資料８ページ、８番、平成９年度より現在まで各小中学校の学校歯科医と

して、歯科健康診断や歯科管理健康診断等に大きく寄与していただいた。平

成 25 年から４年間にわたり、印旛郡市歯科医師会佐倉地区代表補佐を務め

られ、歯科保健会議では佐倉市の学校歯科保健について多くの助言をいただ

いた。 

【文化課長から説明】 

資料の９ページから 11 ページ、９番、10 番の方は、文化財審議会委員と

して長らく佐倉市の文化財保護に尽力された。11番の方は、伝統文化の継承

に尽力されている。 

資料９ページ、９番の方。専門である人形文化、祭礼文化の観点から、日

本遺産北総四都市江戸紀行の構成文化財でもある旧城下町地区の山車人形

等の祭礼用具の修繕、復元について指導いただいた。特に平成 27 年度の麻

賀多神社神輿渡御の文化財指定において、その知識、経験を大いに発揮いた

だいた。 

資料 10 ページ、10 番の方、専門である日本中世文学の観点から、千葉氏

研究の第一人者として、文化財の指定、中世城郭の調査について指導いただ

いた。また、佐倉市教育委員会発行の「風媒花」や佐倉市発行の「佐倉市史

研究」において、市内の歴史資料を調査していただいた。特に岩富城主、北

条氏勝や津田梅子の父である津田仙の名を広めていただいた。 
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資料 11 ページ、11 番の方。長らく佐倉市舞踊団体連合会の会計を務めら

れ、佐倉市の伝統文化の継承に尽力いただいた。特に、平成 14 年度に佐倉

市が同会に佐倉音頭の振りつけの統一を依頼した際には、そのまとめ役とし

て指導、普及に取り組んだ。また、同会から佐倉市文化団体連絡協議会、印

旛郡市文化団体連絡協議会にも参加し、佐倉市の文化振興に寄与した功績は

顕著だった。 

          

 

≪議決事項についての質疑なし≫ 

          

≪議決結果≫ 

    可決 

 

        

４ 教育長閉会宣言 

 


